
生徒心得 

１．要  綱 

１．常に学則を守り，教育目標を体し教育方針にしたがい，心身の健全な発達につとめる。 

２．学習に励み，規律を守り，教師と生徒間の敬愛と，生徒相互の和を図り，快く協力する。 

３．学校行事，生徒会活動に進んで参加し，学校生活の内容を豊かにする。 

４．学校諸施設，備品の愛護活用と清潔整頓につとめ学びよい環境をつくる。 

５．常に本校生徒としての自覚と誇りを持ち，明るく正しい行動をする。 

２．校 内 生 活 

１．態度行動はすべて高校生らしく明るく，正しく，礼儀を重んじ，他に害を及ぼすような行動は慎む。あ

いさつは以下のように行う。 

 

２．学級当番，各委員その他の活動は誠実に行う。 

３．実習，実験，部活動などにおいて，火気や危険なものを取扱い，又は危険を伴う行為をする場合には，

必ず担当教師の指導監督のもとで行う。 

４．学校の施設，備品を損傷した場合は，直ちに関係職員に届け出る（この場合，事情により弁償してもら

うことがある）。 

５．募金，集会掲示，放送などする場合は，必ずその責任者から事前に関係職員に願い出て許可を受ける。 

６．外来者に面会する場合は，学級担任に申し出て許可を受ける（電話の場合もこれに準ずる）。 

７．登校後の外出は禁止する。ただしやむを得ないときは，学級担任に理由を述べて許可を受ける。 

８．放課後，教室などを使用する場合は，関係職員及び日直職員に申し出て許可を受ける。 

９．決められた下校時間を守る。ただし，やむを得ず学校に残るときは，事前に指定の用紙（延長届）を生

活指導部へ提出する。 



1 0．休日の登校は原則として禁止する。ただし，やむを得ない場合は，事前に指定の用紙（休日活動届）を

生活指導部へ提出する。 

1 1．校舎内では，決められた場合の外は脱帽とする。 

1 2．オートバイ，自動車などを通学及び学校行事，部活動に使用することは禁止する。 

３．服装・頭髪など 

１．服装はすべて質素を旨とし，常に整然と着用する。 

２．登・下校及び学校生活（校外行事を含む）においては，体育・実習など別に定める場合を除き，学校が

定める服装とする。（詳しいことは別に定める。） 

３．頭髪は清潔に留意し，端正な髪型とする。 

４．服装，髪型は別に定めるものとする。 

５．校内では上・下履を区別し，上履は所定のものを使用する。体育館履などの代用は認めない。 

６．登・下校には靴を使用する。サンダル，ぞうりなど，靴以外のはき物，及び特殊な型の靴は禁止する。 

７．特殊な事情により，この規定にそえない場合は，保護者との連名で願い出て許可を受けること。その場

合，許可証を必ず身につけていること。 

４．授 業 中 

１．授業中は他人の迷惑にならないよう，各自態度，行動，服装には特に注意しなければならない。 

２．遅刻したとき（毎時間）は職員室で許可を得て教室に入る。 

３．欠課，早退をする場合は事前に学級担任の許可を受ける。 

４．決められた座席は，みだりに変えてはいけない。 

５．確認テスト 

１．確認テスト１週間前からテストが終了するまでの期間において，職員室及び職員室に準ずる部屋への生

徒の出入りを禁止する。 

２．確認テスト１週間前からテストが終了するまでの期間において，部活動は原則認めない。 

６．所 持 品 

１．生徒手帳は常に携帯する。 

２．所持品（着用物を含む）には必ず記名し，特に貴重品は保管に留意し，事故の防止につとめる。 

３．学習に不必要なものは持参しない。 

４．ロッカーは常に清潔に保ち，整理整頓しておく。 

５．校内の紛失物，拾得物，盗難があった場合には直ちに生活指導部，又は学級担任に届け出る。 



６．生徒間の金銭の貸借はしてはいけない。 

７．校  外 

１．本校生徒としての品位を保持し，社会道徳をよく守り，他人に迷惑をかけないようにする。 

８．願，届，学校と家庭との連絡 

１．欠席，遅刻する場合は事前に，生徒手帳の学校家庭連絡欄に事由，保護者記入の上担任へ届け出ること。

やむを得ず欠席，遅刻する場合は必ず電話で学級担任へ連絡し，後日届け出ること。病気欠席が長期に及ぶ

時は，必要に応じて医師の診断書を添える。 

２．Ａ．忌引の場合，「忌引届」による。忌引の期間は次のとおりである。 

●１親等（父母）…………………………………７日以内 

●２親等（祖父母，兄弟）………………………３日以内 

●３親等（伯（叔）父・母，甥，姪など）……１日以内 

Ｂ．（１）忌引に準ずるもの 

父母・祖父母・兄弟の祭祀（49 日など）に家族として参加させたい場合には，保護者より申し出ること。 

（２）公欠扱いとするもの 

本校生徒の葬儀に，学級・部・生徒会などの代表として出席する場合，特に親しい交際関係にあった場

合で，担任が認められると判断するもの午前，又は午後の該当する時間 

３．住所又は保護者，保証人に変更のある場合は，直ちにその「変更届」を担任に提出する。 

４．在学証明書，成績証明書などが必要な場合は，所定の用紙により学級担任を経て願い出る。 

５．「学生割引証」の必要のある者は，その「発行願」を添えて学級担任に提出する。 

６．上記以外の願届は，学級担任へ申し出その指示を受ける。 

７．学校から家庭への通知は遅滞なく保護者に手渡し，回答を必要とするものは，必ず学級担任のもとへ速

やかに提出する。 

９．自転車を使用した通学について 

自転車を使用して通学する場合は，自転車登録票を提出し，許可を得た自転車のみを通学に利用することを

認める。以下の事を遵守すること。 

（１）自転車登録票を提出する際には，同時に自転車損害賠償保険証書の写し及び安全運転宣誓書兼登録票

（ステッカー）購入同意書に署名し，登録票（ステッカー）をフェンダーなどみやすい位置に貼ること。

登録票のない自転車は，校内への乗り入れを認めない。 

（２）自転車通学する場合はヘルメットを着用すること。ヘルメットを着用しない生徒は校内への乗り入れ



を認めない。 

（３）ヘルメットの正しいかぶり方。 

 

（４）鍵は二重にかける。 

（５）防犯登録をする。 

（６）登校後の管理には自分で責任をもつ。 

（７）指定場所に駐輪する。 

（８）ブレーキ，ベル，反射板などは常に点検する。整備不良での通学は認めない。 

（９）雨天時はできるだけ自転車通学はせず，公共交通機関を利用することが望ましいが，やむを得ず雨天

時に自転車通学をする場合は，レインウエアを着用すること。また，運転する際にはスピードを抑えると

ともに，運転ルールを遵守すること。 

（10）ヘッドホンなどを着用しての運転はしない。 

（11）常に左側通行を心がけ，２台以上で並走運転はしない。 

 

自転車安全利用五則 

１．車道が原則，左側を通行 

  歩道は例外，歩行者を優先 

２．交差点では信号と一時停止を守って，安全確認 

３．夜間はライトを点灯 

４．飲酒運転は禁止 

５．ヘルメットを着用 

 


